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令和２年度普通交付税等の交付決定額について  

 

 

令和２年度の普通交付税等の交付額が７月３１日（金）に閣議報告され、山梨県分について

は次のとおり決定されました。 

 

◎ 実質交付税（普通交付税＋臨時財政対策債）              （単位：千円、％） 

区  分 令和２年度 令和元年度 増 減 額 増 減 率 全国増減率 

県  分 １５１，９５３，４７５ １４５，２８３，４４２ ６，６７０，０３３ ＋４．６ ＋２．５ 

市町村分 ９７，０２０，４９３ ９３，６０７，６１２ ３，４１２，８８１ ＋３．６ ＋０．２ 

計 ２４８，９７３，９６８ ２３８，８９１，０５４ １０，０８２，９１４ ＋４．２ ＋１．４ 

 

普通交付税     

区  分 令和２年度 令和元年度 増 減 額 増 減 率 全国増減率 

県  分 １３６，２３４，７０１ １２９，１５２，７８３ ７，０８１，９１８ ＋５．５ ＋３．９ 

市町村分 ８５，５１４，５７７ ８２，４９０，２８９ ３，０２４，２８８ ＋３．７ ＋０．９ 

計 ２２１，７４９，２７８ ２１１，６４３，０７２ １０，１０６，２０６ ＋４．８ ＋２．５ 

 

    臨時財政対策債 

区  分 令和２年度 令和元年度 増 減 額 増 減 率 全国増減率 

 県  分 １５，７１８，７７４ １６，１３０，６５９ △４１１，８８５ △２．６ △３．６ 

市町村分 １１，５０５，９１６ １１，１１７，３２３ ３８８，５９３ ＋３．５ △３．６ 

計 ２７，２２４，６９０ ２７，２４７，９８２ △２３，２９２ △０．１ △３．６ 

   

  

 

◎  地方特例交付金                                           （単位：千円、％） 

区  分 令和２年度 令和元年度 増 減 額 増 減 率 全国増減率 

県  分 ５７９，５２１ ４７８，２２３ １０１，２９８ ＋２１．２ ＋１４．９ 

市町村分 ８２７，２１９ ６７９，１１２ １４８，１０７ ＋２１．８ ＋１２．４ 

計 １，４０６，７４０ １，１５７，３３５ ２４９，４０５ ＋２１．５ ＋１３．３ 
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Ⅰ 県 分 

 

令和２年度の普通交付税等の算定においては、需要の面では、地域社会の維持・再生に向けた幅

広い施策に取り組むための地域社会再生事業費の創設や、幼児教育・保育、高等教育の無償化によ

る社会福祉費及びその他の教育費の増などにより増加しているとともに、収入の面では、実質法人

二税が減少したことなどから、普通交付税と臨時財政対策債を合わせた実質交付税額は、令和元年

度より６６億７０百万円（４．６％）増加し、１，５１９億５３百万円となった。  

このうち、普通交付税は１，３６２億３５百万円（５．５％の増）となり、臨時財政対策債は 

１５７億１９百万円（２．６％の減）となった。 

 

１ 普通交付税  

交付決定額は１，３６２億３５百万円で、令和元年度に比べ７０億８２百万円、５．５％の増となった。 

○ 増加理由  

・ 基準財政需要額  

地域社会の維持・再生に向けた幅広い施策に取り組むための地域社会再生事業費の創設や、幼

児教育・保育、高等教育の無償化による社会福祉費及びその他の教育費の増などがあり、臨時財

政対策債振替前で５３億１４百万円、２．２％の増となった。  

 

・ 基準財政収入額 

地方消費税の増などがあるものの、実質法人二税の減などがあり、１２億７７百万円、 

１．４％の減となった。 

普通交付税額の決定方法 

普通交付税額＝基準財政需要額（臨時財政対策債振替前）－臨時財政対策債相当額 

－基準財政収入額 

     基準財政需要額＝単位費用×測定単位（人口等）×補正係数 

      基準財政収入額＝税収入の見込額×７５％ 

 

 ２ 臨時財政対策債 

臨時財政対策債は１５７億１９百万円で、国の地方財政計画において発行額を抑制することとされ

たことにより、令和元年度に比べて４億１２百万円、２．６％の減となった。 

 

３ 地方特例交付金  

  個人住民税における住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）の実施及び自動車税の環境性能割

の臨時的軽減による地方団体の減収を補塡するため交付されるものであり、令和元年度に比べ１億１百

万円、２１．２％の増となった。 
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Ⅱ 市町村分 

 

令和２年度の普通交付税等の算定においては、需要の面では、地域社会の維持・再生に向けた幅

広い施策に取り組むための地域社会再生事業費の創設や、幼児教育・保育、高等教育の無償化によ

る社会福祉費及びその他の教育費の増などにより増加した。また、収入の面でも、消費税率引き上

げによる地方消費税交付金の増などにより増加したことなどから、普通交付税と臨時財政対策債を

合わせた実質交付税額は、令和元年度より３４億１３百万円（３．６％）増加し、９７０億２０百

万円となった。 

（別添資料１・２） 

このうち、普通交付税は、８５５億１５百万円（３．７％の増）となり、臨時財政対策債は１１

５億０６百万円（３．５％の増）となった。 

また、普通交付税が配分されない不交付団体は、令和元年度に引き続き、昭和町、忍野村及び山

中湖村であった。 

 

１ 普通交付税・・・別添資料３・４・５ 

 交付決定額は８５５億１５百万円で、令和元年度に比べ３０億２４百万円、３．７％の増となっ

た。 

 

○ 増加理由（交付団体） 

 

・ 基準財政需要額  

合併団体の合併算定替の終了や段階的縮減額が多くなったことによる減などがあるものの、地

域社会の維持・再生に向けた幅広い施策に取り組むための地域社会再生事業費の創設や、幼児教

育・保育、高等教育の無償化による社会福祉費及びその他の教育費の増などにより臨時財政対策

債振替前で７１億９４百万円、３．７％の増となった。 

 

・ 基準財政収入額 

市町村民税法人税割の減などがあるものの、消費税率引き上げによる地方消費税交付金の増な

どにより３７億６６百万円、３．７％の増となった。 
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○ 不交付団体 

町 村 名 理    由 期   間 

昭和町 
基準財政収入額が、引き続き基準財政需要
額を上回ったため、不交付団体となった。 

昭和59年度から37年連続 

忍野村 
基準財政収入額が、引き続き基準財政需要
額を上回ったため、不交付団体となった。 

昭和60年度～平成4年度 

平成8年度～平成14年度 

平成16年度～平成21年度 

平成24年度～令和2年度 

山中湖村 
基準財政収入額が、引き続き基準財政需要
額を上回ったため、不交付団体となった。 

昭和49、50年度 

昭和61年度～平成21年度 

平成23年度～令和2年度 

※全国では１都７５市町村が不交付団体（令和元年度当初は１都８５市町村） 

 

２ 臨時財政対策債・・・別添資料６ 

臨時財政対策債は、合併算定替の終了により発行可能額を算出するうえで用いる財政力指数が高くな

った団体の影響などにより１１５億０６百万円で、令和元年度に比べ３億８９百万円、３．５％の増と

なった。 

 

３ 地方特例交付金・・・別添資料７ 

個人住民税における住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）に伴う減収を補填するため

のもの、自動車税環境性能割の臨時的軽減による減収を補填するためのもの、軽自動車税環境性

能割の臨時的軽減による減収を補填するためのものと３種類の交付金があり、このうち自動車税

環境性能割及び軽自動車税環境性能割の臨時的軽減が半年間延長（令和２年度末まで延長）され

たことなどにより、今年度は８億２７百万円で、令和元年度に比べ１億４８百万円、２１．８％

の増となった。  

 

 

 

 

お問い合わせ先 

県  分 
総務部財政課資金管理担当 土橋 
℡ 内線 2166   直通 223-1384 

市町村分 
総務部市町村課税政担当  名執 
℡ 内線 2481   直通 223-1426 

 


